
令和元年度横須賀市在宅療養連携会議の方針について（案） 

 
１ 目  的 

（１） 市民が地域において安心して医療・福祉を受けることができるよう、現場における

医療関係者、福祉関係者等の連携を深めることを目的に関係機関のネットワークを

構築する。 

（２） 医療・福祉の地域連携を推進するための具体的方法について検討し、連携システム

を構築する。 

 

２ 在宅療養連携会議の今年度の目標（前年踏襲） 

（１） 市民が在宅での療養や看取りを安心して選択できるよう、支援策や課題解決策につ

いて当会議において検討・具体化してきた事業等について検証し、必要に応じて変

更・改革案を検討する。 

（２） これまでの実績を踏まえ、地域包括ケアシステム構築のための具体案を検討・提案

する。 

 

３ 在宅医療・介護連携推進事業について 

在宅療養における医療・介護連携の取組は、平成 27 年度から介護保険法の地域支

援事業に「在宅医療・介護連携推進事業」として位置づけられ、平成 30 年度までに

すべての市町村で実施しなければならない事業となった。厚生労働省が示した実施す

べき事業は次の８項目であるが、本市は、平成 23年度から取り組みを開始しており、

８項目すべてに既に着手している。しかしながら、すべての項目で十分であるとは言

い難く、これまでの実績を踏まえ、上記目標を目指し、８項目の事業を実施していく

必要がある。 

 

在宅医療・介護連携推進事業の事業項目 

（ア）地域の医療・介護資源の把握 

（イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 

（ウ）切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進 

（エ）医療・介護関係者の情報共有の支援 

（オ）在宅医療・介護連携に関する相談支援 

（カ）医療・介護関係者の研修 

（キ）地域住民への普及啓発 

（ク）在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携 

 

参考資料別添 厚生労働省資料 

・在宅医療・介護連携推進事業 一覧（別紙参照） 

 

令和元年（ 2019 年）５月 27 日  

在宅療養連携会議 

第１回全体会議 資料４ 



４ 会議の運営方法 

平成 25 年４月１日施行の在宅療養連携会議設置要綱に基づき運営する。 

要綱に定めるもののほか、連携会議の運営に関し必要な事項は、連携会議の同意を

得て座長が定める。 

 

（１） 会 議 

① 全体会議   開催予定 ４回 

 

② 専門部会   開催予定 各４回×３部会 

広報啓発検討専門部会（Ａチーム） 

検討内容 ・（仮称）在宅医療・介護の見本市企画       （キ） 

・その他の啓発のための手法検討          （キ） 

連携手法検討専門部会（Ｂチーム） 

検討内容 ・広域多職種合同研修会の企画（センター拠点主催） （カ） 

・よこすかエチケット集の普及、改訂検討      （ウ、エ、カ） 

・多職種連携による相談対応体制構築にむけた手法検討 （オ） 

・その他連携のための手法検討           （ウ、エ、オ） 

研修・セミナー検討専門部会（Ｃチーム） 

検討内容 ・介護職対象の医療に関する研修企画検討      （カ） 

・病院出前セミナーの企画検討           （ウ、カ） 

・その他の人材育成のための手法検討        （ウ、エ、カ） 

※検討内容に付した（ ）内カタカナは厚生労働省が示す８事業項目の記号 

 

（２）会議の構成員  令和元年度は別添名簿のとおり 

① 構成員が出席できない時は、構成員の所属する機関・団体から代理を出席させるこ

とができる。 

② 構成員は必要に応じて、所属する機関・団体からオブザーバーを出席させることが

できる。オブザーバーは、会議の構成員からの求めに応じて発言することができる。 

③ 構成員は、いずれかの専門部会のメンバーとなる。 

 

（３） 事務局 

事務局は、健康部地域医療推進課とする。 
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